
ガバナンス〈G〉

　役員報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティ
ブ等として適切なものであるべきとの考え方に基づき、固
定報酬である「月額報酬」と、業績連動報酬である「現金賞与」

（短期インセンティブ）および「株式報酬」（長期インセンティ
ブ）により構成し、月額報酬の水準は、職責や経験、および
他社の動向を反映させた報酬としております。月額報酬（固
定報酬）：現金賞与（短期インセンティブ）：株式報酬（長期イ
ンセンティブ）の割合が、基準額で概ね70%：20%：10% 程
度となるよう設定しております。
　なお、社外取締役・監査役は独立した立場で経営の監督、
監視を担うため固定の月額報酬のみとしております。
　現金賞与は各期の連結業績利益をベースに、配当、従業員
の賞与水準、他社動向および中長期業績や過去の支給実績
などを総合的に勘案しております。
　株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るイン
センティブとして位置付けるとともに、株主との一層の価
値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬を導入
しています。
　取締役の月額報酬と賞与の報酬総額は、年額6億5千万円
以内（うち社外取締役分 年額6千5百万円以内）、社外取締役
を除く取締役の譲渡制限付株式の報酬総額は、年額1億円以
内と、いずれも2020年6月12日定時株主総会で決議されて
おります。

　当社は、社外を含む全ての取締役および監査役に対し
て、取締役会事務局が、毎年一回、取締役会の実効性に
ついてのヒアリングを行い、取締役会の役割・責務・審議
状況、実効性向上の機会など、複数の観点から評価を行っ
た上で当該結果を取締役会に報告しております。2019
年度につきましては、昨年度評価の高かった取締役の構

成、議論のしやすさに加え、付議・報告案件の適切性、社
外役員への情報提供等においても高評価がされたこと
から、実効性の向上が認められたものと判断しておりま
す。一方で改善すべき課題も残されており、さらなる実
効性の向上を図るべく施策を検討し、継続的に改善を進
めてまいります。

高評価項目
・取締役会の人員・構成・社内と社外の比率
・活発な議論ができる雰囲気
・付議議題の絞込みによる重要案件に対する議論の

充実
・社外役員 へ の 取締役会審議 に 必要 な 情報提供、

支援体制

改善が必要な項目
・中長期目線で取り組むべき課題の見える化と、それ

らに対する戦略議論の充実
・喫緊課題に対する処置の時期（早期化）
・取締役会資料の分かりやすさ（議案上程の背景・全体

像・事業戦略等との関係性）
・取締役会以外での社内取締役と社外取締役の議論、

情報交換などの機会の確保

役員報酬等について

～2020年6月

月額報酬
80%月額 6,000万円以内

年額換算
7億2,000万円以内

現金賞与
［株主総会で金額決定］ 20%

2020年7月～

月額報酬 70%

現金賞与 20%

譲渡制限付
株式報酬 10%

業
績
連
動
報
酬

固
定
報
酬

短
期

長
期

（ ）

取締役報酬制度

役員報酬等

取締役会の実効性確保

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象
となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数 （人）月額報酬 賞与

取締役
 （社外取締役を除く） 355 282 73 7

監査役
 （社外監査役を除く） 76 76 - 2

社外役員 67 67 - 6

※賞与については、当事業年度における引当金繰入額です。
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主な IR 活動

　経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止するととも
に、万一発生した場合の被害の極小化を図ることを目的と
し、コンプライアンス・リスク管理委員会ならびに各種の全
体会議体で各機能におけるリスクの把握および対応につい
て意思決定を行っています。なお、社長を委員長とするコ
ンプライアンス・リスク管理委員会においては、重点リスク
の選定、対応策の決定、対応策の実行状況の確認などを行い、
より実効性のある対策を行っております。
　また、安全・品質・環境などにおける各種リスクについて
は、担当部門が規程および要領を制定し、必要に応じて運用
状況を評価した上で対策を実施するなど、適切な管理を行っ

ています。
　また、リスクに対する基本的事項を取りまとめた「危機管
理対応ガイド」を制定し、想定されるリスクに対する未然防
止、および万一の場合に適切・迅速な行動をとるための対応
事項を明記しています。なお、2020年年初に顕在化した新
型コロナウイルスについては、社長を本部長とする緊急対
策本部を設置し、（１）在宅勤務や社内イベントの中止といっ
た感染防止の実施、（２）感染者が発生した場合の対策の実施、

（３）仕入先も含めて課題を把握することによる生産体制の
維持、（４）収益改善策などを実行することで、新型コロナウ
イルスの影響の極小化を図っています。

　株主・投資家の皆さまとの建設的な対話の実現に向け、対
話の機会のプランニングや必要な情報の共有など、連携を
取りながら対応できる体制を整えています。
　対話の手段として、社長および関係する役員が説明を行
う機関投資家向け決算説明会や小規模の説明会（スモール
ミーティング）、担当役員が説明を行う機関投資家向け施設
見学会、担当役員を含むIR担当者やSR担当者が機関投資家
を直接訪問する投資家訪問などを実施しています。これら
の機会を通じて得た、株主・投資家の皆さまからの意見・要
望などを基に、対話の機会のさらなる充実を図っていきます。
　当社は、フェア・ディスクロージャー・ルールを遵守し、決
算発表前の期間は、サイレント期間として株主・投資家の皆
さまとの対話を制限するとともに、社内の情報管理の徹底

を図っています。また、社内にインサイダー情報が発生す
る際には、当該インサイダー情報の管理を行い、情報管理の
徹底を図っています。

　これらの考え方に基づき、社外取締役が議長を務め、かつ
社外取締役が過半数を占める「役員報酬委員会」において公

正かつ透明な審査・答申を経たのち、株主総会の決議により
定めた範囲内で取締役会の決議により決定します。

　当社では、南海トラフ巨大地震や気候変動による自然災
害などの大規模災害を想定して、「人命第一」「地域支援」「早
期復旧」を基本とする危機管理体制を整えています。具体
的には「危機管理統括プロジェクト」を中心にハード・ソフ
ト面の対策に加えて、災害時の対応者のスキルが不可欠と
考え、役員をはじめとする対策本部メンバーの「レジリエン
ト訓練」（災害模擬演習）を2013年度から全社で延べ120回
以上実施。また生産復旧体制の整備として、被災した建屋・
設備・工程の復旧と代替生産の手順の具体化を進めています。

基本的な考え方

株主・投資家とのコミュニケーション

大規模地震を想定した「危機管理統括プロジェクト」

リスクマネジメント

対象者 IR 活動

国内機関投資家
（証券会社のアナリ
ストを含む）

個別面談、決算説明会、
施設見学会、
テレフォンカンファレンス

● ｢豊田合成レポート｣
 発行

●ウェブサイトによる
 財務情報・IR資料の
 発信

海外機関投資家 個別面談、
IRイベントへの参加

個人株主・投資家
●個人投資家向け説明会
●株主総会後の工場見学会
●「業績のご報告」発行

災害対応イメージ

災害発生 ～ 初動対応

【常設】

警戒・監視班

生産復旧対策本部

地区対策本部

復旧対応

指示
報告

生活支援本部
初動対策本部

先発隊（調査隊）

地震発生
緊急地震速報

作動

緊急対策本部
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